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県民の皆さん 
私たちは２０１０年春闘に際して、雇用の安定と安心して働ける社会のルール、あるい

は社会保障制度の拡充を要求して様々な運動を展開してきました。中央行動や国会議員要

請行動、職場の内外での宣伝行動、駅前でのチラシ配布や自治体への要請、そしてデモ行

進を通してのアピール行動など、職場の仲間、一人ひとりの力を結集した運動が世論を動

かし、政府への圧力となって要求実現の可能性を広げてきました。 
県民の皆さん 
私たちの運動はこれまでにも多くの成果を勝ち取ってきました。高校授業料の無償化制

度の実現、私学助成金の引き上げ、母子加算の復活、障害者自立支援法違憲訴訟に対する

和解と法改正の基本合意、公設派遣村に見られる貧困解消への取り組み、医療費の自然増

据え置き政策の転換と診療報酬の引き上げ、介護労働者の賃金引き上げや公的機関に働く

非正規労働者の待遇改善など、これらはどれも運動と世論の後押しが実を結んだ貴重な成

果です。また、中小企業向けには金融円滑化法、景気対応緊急保障や融資の拡大など、運

動すれば必ず成果があり、条件を広げる可能を持つことを表していると思います。 
県民の皆さん 
国会では予算が衆議院を通過して、様々な法案の議論がこれから始まります。一昨年か

ら今日の経済不況を象徴する社会問題としての労働者派遣法の抜本改正は、労働政策審議

会への私たちの要請にも関わらず、厚生労働省は「公労使３者の合意」があったとして、「雇

用の調整弁は必要」とする企業側の勝手な言い分を受け入れた法案となりました。現行の

労働者派遣法が「臨時・一時的な業務に限定し、常用雇用の代替えとしてはならない」と

いう原則からも逸脱した、抜け穴だらけの法案として国会で審議されています。登録型・

製造業派遣は明確に禁止することが必要です。また、常用雇用は期間の定めのない雇用と

することを明記する必要があります。 
県民の皆さん 
暮らしは大変です。働く者の賃金を引き上げて購買力を高めること、中小企業を応援す

ること、大企業の内部留保を社会に還元すること、軍事費を削るなど、究極の無駄遣いを

なくさなければ、日本経済の復興の道は開けません。私たちの要求は特別なものではあり

ません。ヨーロッパの先進資本主義国では当たり前にできている制度がなぜ日本でできな

いのでしょうか。大企業とアメリカの要求に従って、この両者のためにお金を使う仕組み

を改めることなしに日本の明るい未来はありません。その為には、働くものと国民・中小

業者の連帯した運動が必要になっています。２０１０年春闘を働く者の政治・働くルール

の確立した制度への大きな転換の年にするようご一緒に頑張りましょう。 
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